
　欧州委員会は，平成23年10月12日に，2014-2020
年の共通農業政策（CAP）改革案を提案し，この
提案は，現在，農相理事会，欧州議会，EU加盟国
において詳細に議論されているところです。この
度，EUの農業大国であるフランスから講師をお招
きしてセミナーを開催しましたので，以下概要をご
紹介します。発表スライドについては，農林水産政
策研究所のホームページに掲載しておりますので，
ご参照願います。

１　欧州農業の特徴
　欧州各国，欧州農業は極めて多様であり，CAP
も複雑にならざるを得ません。また多様な国のニー
ズに沿うためには，CAPと各国の農業政策が補完
する必要があります。今やEUは27カ国となり，例
えばGDP，人口，農村人口比率で比較しても極め
て多様で，農業政策立案に重要な役割を演じる国が
ある一方で，ただ追随するだけの国もあります。人
口密度を考えると，今後の農業生産増が可能なの
は，フランス，アイルランド，ドイツの一部，ポー
ランドの一部と考えられます。１人当たりGDPと
いう視点では，東欧が低い水準にありますが，農業
再編との兼ね合いで直接支払いをどの水準まで行う
かという意味でCAP改革議論に影響を及ぼしてい
ます。雇用という面では，農業従事者の割合が高い
国がありますが，現在失業率が高まってきており，
農業の集約化・合理化とのジレンマを抱えていま
す。農家の定義によって農業の見え方も異なり，つ
まり欧州の農家数は13百万戸ですが，５百万戸が農
業生産の95%を，残りの５%を８百万戸が担ってい
ます。フランス，ドイツ，イギリス，オランダとい
う農業大国では農家数は少なく，各国の利害が異な
り，社会的に難しい問題となっています。欧州の農
家数は減少しつつあり，例えばフランスの農家数は
年率2.5%で減少し，規模拡大が進展しています。こ
のため農業再編よりも国土整備や環境配慮が重要な
課題になってきており，国土全体に農家が広がって
いることがより重要な課題となっています。

２　欧州の農産物市場の展望
　近年，世界の食料価格が乱高下してきており，農
業政策の議論にも影響を及ぼしています。価格高騰
により，特に穀物で，必要ないところにデカップ
リング直接支援を行っているのではないかという
CAPへの批判があります。しかし農家にとっては
価格乱高下がリスクとなっており，これをどのよう
に安定させるかが大きな課題となり，農家経営の専
業化と多角化で揺れています。またエネルギー価格
変動も農業経営に影響を及ぼしており，エネルギー
に依存しない農業への変革が求められています。
　WTO交渉でEU農業は保護的と言われますが，最
大の輸入国である一方で，輸出も多いという状況で
す。なおEUの農産物貿易収支は安定していますが，
ワイン・加工食品など付加価値の高い産品の輸出を
伸ばし，大豆・大豆ミールなど原料の輸入が増加し
ています。日本との関係では，豚肉，ワイン，チー
ズ等をEUから輸出していますが，輸出全体の5%に
過ぎず，品目も限られています。アメリカとの農産
物貿易収支は為替がEUに不利であったにもかかわ
らず，改善してきました。なおEUの農産物貿易の
75%は域内貿易であり，フランスにとっても域内貿
易が重要です。特徴的なことは，最大の貿易収支赤
字国はイギリスですが，しばしば農業支援をすべき
ではないと主張しており，個人的には理解に苦しみ
ます。オランダが，フランスを大幅に上回って最大
の貿易収支黒字国です。
　穀物については，需要面では，北アフリカへの輸
出，バイオエタノール向けの増加が見込まれますが，
生産面では，収穫面積は，温暖化の関係で草地の維
持を優先し，耕地への転換を認めず，また単収につ
いても欧州はGM作物に消極的であり，収穫量を飛
躍的に上げることは難しいという課題があります。
　乳製品については，生乳生産量は過去25年ほぼ横
ばいで推移していますが，飼養頭数の減少と一頭当
たり乳量の向上が進展しています。世界的に消費が
増加しているチーズの輸出は増加が見込まれます。
　食肉については，特に牛肉の生産が消費に追い
ついておらず，将来も輸入が増加する見通しです。
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予測が容易なこと，農家に直接支払われること，市
場動向に応じた生産決定という点がメリットです
が，価格動向と関係のない補助金であること，農地
価格の上昇をもたらすこと，環境保護との関係が弱
いこと，条件不利地での生産放棄の可能性という点
がデメリットです。新たな直接支払いでは，総額の
3割をグリーニング化に振り向けることとされてい
ます。なお農地の7%を，Ecological focus area（実
質的休耕）にあてるとの条件案が，世界食料不足へ
の対応の観点からも，フランスでは大問題となって
おり，最終的には4-5%程度に圧縮される可能性も
あります。今回，フランスが強力に主張したこと
から，特定生産のためのカップル（生産関連）支
払いが盛り込まれました。現在，直接支払い総額
の5%までを充当することが可能とされていますが，
WTO交渉は当分動かないため，10%程度まで上限
を上げることが可能でしょう。また支払上限額につ
いて，30万ユーロと提案されていますが，フランス
にはこれを越える農家は15農家しかなく，多額すぎ
ると考えています。基礎的支払いについて，国や地
域で単一の単価に改訂することは，フランスのよう
に過去の生産実績に基づき，農家ごとに異なる単価
を設定している国には難しい課題です。

４　質疑応答
（今回のCAP改革案の特徴について）キーワードは，
公的支援として環境保全のための支払いとの位置付
けを明確化，施策の簡素化，補完性の原則から各国
により大きな権限を与えるとの3点です。
（生産者と加工業者の付加価値分配について）農産
物価格の更なる低下のために農業再編の余地は乏し
く，非常に困難で短期で解決できる問題ではないと
思われますが，今着手すべきとの共通認識はありま
す。まず農家と食品加工業者との契約関係を強固な
ものとする，続いて農業者の組織化を進めていく必
要があるでしょう。
（改革案に対するフランス農業者の反応について）
公的介入の優先順位付けをしなければなりません
が，生産関連直接支払いを行うべき，農業プロジェ
クトに革新性の観点で投資支援を行うべき，グリー
ニング化は重要である，農業は地元に根付く産業で
あり分権化が必要である，農業者の組織化が必要で
ある等の反応があります。
（フランス農業の競争力について）フランスには，
3,000の食品企業，31万の農家，4つの大手バイヤー
のセンターが存在し，その力関係はアンバランスと
なっています。例えば果実や野菜については，労働
集約的な農業であり，特にフランスは人件費の問題
を抱えています。このため生産者組合と消費者組合
との直販で対応しています。

これは乳牛飼養頭数の減少が影
響していますが，CAPには，自
給率を向上させるという役割が
あり，農産物の生産と消費の
ギャップが5-10%以上に拡大する
のはリスクと捉え，防止策とし
てカップリングも必要と個人的
には考えます。

３　2020年までの
　CAP改革案
　以上の市場展望も踏まえれば，

将来のCAPについては，国土・環境保全の側面が
強調されがちですが，貿易を閉じずにEUとして食
料輸入レベルを容認できる水準に押さえる，つま
り食料自給や食料の独立性の保持も重要な課題で
す。そもそもCAPのルーツは，食料安全保障，農
業生産性向上，市場安定，農家所得向上でしたが，
その後主にEU財政規律や環境配慮等の観点から累
次CAPを改革してきた歴史があります。
　フランスは，その農業支援予算の8割がCAPから
の受取りであり，またCAP予算の2割に相当する
最大の受取国であることから，CAP予算の維持が
重要です。フランスはイギリス等と意見が異なり
ますが，EU財政への最大拠出国であるドイツと協
議していく必要があります。競争力のあるフラン
スでも農業収入に占めるCAPの直接支払いの比率
は高く，CAPなしでは農業経営が成り立ちません。
CAP予算の内訳は，既に4分の3がデカップリン
グ直接支払いであり，残りが農村開発と一部市場
関連施策です。今回のCAP改革案について，当初
CAP予算確保に危機感を募らせ，EUの市民社会の
理解を得るために，2010年に一般公開討議を開始
し，チオロシュ農業委員が，グリーニング化，つ
まり農家支援ではなく自然環境保持を主眼とする
ことを訴え，これが功を奏してほぼ予算維持を勝
ち取りました。
　市場対応では，介入買入制度の維持が盛り込ま
れていますが，例えば普通小麦の介入価格は約100
ユーロ/トンと，現在の180ユーロ/トン程度の市場
価格と比較して，実質的に意味のない水準である
ことは皆が理解しています。フランスは，条件不
利地での酪農経営に貢献した生乳の生産割当制度
の維持にこだわりましたが，廃止されることとな
りました。今後は一部の地域で経営持続が困難と
なることを懸念しています。また酪農家は，今後
タリス，ダノンといった乳業民間企業と契約を結
ぶ必要がありますが，公的機関を介さないことに
不安の声もあります。
　支出の8割を占めるデカップリングは，財政支出
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